
弥富市地域公共交通総合連携計画について 

○現在の弥富市地域公共交通総合連計画 

・計画期間が平成 22 年度から平成 24 年度となっており、期間が終わっているため、今年度「第 2

期弥富市地域公共交通総合連計画」を策定中 

○交通政策基本法 

・平成 25年 12月 4 日公布･施行（2ページ参照） 

○地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正

・平成 26年 2月 12 日閣議決定（3ページ参照） 

・現行の「地域公共交通総合連計画」から「地域公共交通網形成計画」へと転換 

【地域公共交通総合連計画から追加する主な事項】 

 →コンパクトシティの実現に向けたまちづくりとの連携 

 →地域全体を見渡した面的な公共交通ネットワークの再構築 

○今後の対応

弥富市においても、「地域公共交通総合連計画」から「地域公共交通網形成計画」へと移行する必要

があると考えられ、このまま「第 2期弥富市地域公共交通総合連計画」を策定しても、「地域公共交通

網形成計画」をあまり期間を置かずに策定する必要が出てくると考えられる。しかし、「地域公共交通

網形成計画」の策定するには、追加事項の内容の検討が必要であることや、記載すべき事項の詳細に

ついて不明な部分もあることから、一定の時間が必要となる。 

よって、今年度策定に向けて検討してきた「第 2 期弥富市地域公共交通総合連計画」をベースに、

次年度において追加2項目等の検討を行い、「弥富市地域公共交通網形成計画」を策定することとした。 

資料１ 



地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正について
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